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杭の打ち止め管理（参考）
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特 記 仕 様 書

（ほ場整備二次運土）

平成２７年４月以降適用

秋田県農林水産部農地整備課
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１．共通仕様書の適用

本工事の施工にあたっては、「秋田県土木工事共通仕様書（共通仕様書）（土木施工

管理基準及び品質）（参考資料）」に基づき実施しなければならない。

２．共通仕様書に対する特記事項は次のとおりとする

第第第第１１１１章 共通事項章 共通事項章 共通事項章 共通事項

第第第第１１１１節 基本事項節 基本事項節 基本事項節 基本事項

１．本特記仕様書（以降：仕様書という）は、ほ場整備の区画整理工事における二次

運土の施工管理手法について明記したものであり、施工管理については、この仕様

書によるほか監督職員の指示によるものとする。

２．受注者は施工に先立ち、二次運土の施工管理方法について事前に施工計画書を監

督職員に提出し、承諾を得なければならない。

３．本仕様書によらず、二次運土を施工管理する場合は、監督職員と協議のうえ承諾

を得なければならない。

４．本工種の作業にあたり疑義が生じた場合は、直ちに監督職員と協議すること。

第第第第２２２２節 用語節 用語節 用語節 用語のののの定義定義定義定義

１．二次運土とは、逆田修正等のため、工事区域の高位部から低位部などに運土する

もののうち、６０ｍを超えて運搬するものをいう。

２．耕区とは、道路・用排水路・畦畔で区切られた区域をいう。

３．運土元とは、二次運土により切土される耕区をいう。

４．運土先とは、二次運土により盛土される耕区をいう。

５．一筆標高とは、耕区の平均標高をいう。

第第第第３３３３節 着手前照査節 着手前照査節 着手前照査節 着手前照査

二次運土作業の対象となっている耕区については、着手前に現況田面の一筆標高を

測定し、監督職員の承認を得ること。なお、測定結果は打合せ簿で監督職員に提出す

るものとする。

第第第第２２２２章 二次運土章 二次運土章 二次運土章 二次運土のののの管理管理管理管理

二次運土の施工管理方法は、「オベリスクによる管理」「標高による管理」があり、

受注者が着手前に現場にあった最良の方法を選択するものである。

なお、現場条件によっては双方を用いて管理してもよい。

第第第第１１１１節節節節 オベリスクによるオベリスクによるオベリスクによるオベリスクによる管理管理管理管理

１．管理方法

(1)二次運土量は運土先に搬入した後、集積土量（オベリスク）を管理する。

(2)複数の運土元から搬入する場合は、運土先で一つに集積して管理してもよい。

ただし、運土元の受注者が複数の場合は、それぞれの集積土量を管理するものと

する。
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(3)集積土量の確認

①設計集積土量

設計集積土量 Ｖ 1 ＝ 設計運土量○○○ m3 × １．１２５（換算係数）

②実測集積土量

実測集積土量の算定式（参考）

実測集積土量 Ｖ 2 ＝ｈ／６×［Ａｂ＋ａＢ＋２（ａｂ＋ＡＢ）］

※オベリスク形状

上下面は共に長方形であり、辺ａとＡ、

ｂとＢは平行とする。

２．規格値

設計集積土量Ｖ 1 ≦実測集積土量Ｖ 2

３．施工管理

(1)出来型管理

運土先の集積土量（オベリスク）全てを管理する。

(2)写真管理

①施工中

各耕区毎に、各作業状況（運土元の基盤土掘削及び積込状況、運土先への運

搬状況、オベリスク集積・整形に至る一連の作業）の写真を１枚以上管理する。

②完了時

運土先の集積土量（オベリスク）全ての計測状況を管理する。

４．段階確認

設計運土量の３０％程度を実施する。

第第第第２２２２節 標高節 標高節 標高節 標高によるによるによるによる管理管理管理管理

１．管理方法

(1)二次運土量は運土元及び運土先の双方の耕区の標高で管理する。

ただし、扱い土量が少なく標高管理が困難な場合は、別の管理方法について監督

職員と協議すること。

(2)運土先の耕区において、運土前の標高と基盤整地完了時の標高を管理する。

(3)現場条件等により、運土後の標高が規格値を逸脱することが想定される場合は、

監督職員と協議するものとする。

２．規格値

工 種 項 目 規格値 測定基準

ほ場整備工事

二次運土 盛土耕区(運土先) 指定標高の場合 ± 50 ㎜ 10a につき 3 点以上の

参考標高の場合 ± 150 ㎜ 割合で測定する。

切土耕区(運土元) + 0 ㎜

※１ 指定標高とは、設計図書において指定されている標高をいう。

※２ 参考標高とは、設計図書において指定されていないが、参考として図面に記

載されている標高をいう。

※３ 規格値は、耕区の平均田面標高に対する値である。

３．施工管理

(1)出来型管理

運土元（切土後）及び運土先（盛土前・基盤整地完了時）の標高全てを管理する。

(2)写真管理
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①施工中

各耕区毎に、各作業状況（運土元の基盤土掘削及び積込状況、運土先への運

搬状況、敷均し状況に至る一連の作業）の写真を１枚以上管理する。

②完了時

運土元（切土後）及び運土先（盛土前・基盤整地完了時）の標高計測状況全

てを管理する。

(3)段階確認

二次運土対象面積の 30%程度を実施する。

第第第第３３３３節節節節 そのそのそのその他他他他

(1)降雨時や基盤土の含水量が多いことにより泥濘化等の悪影響が想定される場合

には、基盤切盛作業を行ってはならない。また、オベリスクの切り崩し作業も同

様とする。

(2)運土元または運土先の基盤で想定外の軟弱層が発見されたり、湧水の出現等に

より、二次運土作業に著しく支障をきたす恐れが想定される場合、もしくは竣工

後の営農に悪影響を与えることが懸念される場合は、速やかに監督職員に報告し

指示を仰ぐこと。
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